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昭和37年 1 - 3月 皇太子殿下御前御進講
昭和37年 7 月18日逝去

故森為三先生御葬儀告別式に参拝して
昭和37年 7 月20日姫路市光源寺において仏式をもって多数の参列者でしめやかなうちにも厳粛な告別式が営まれ
た。当日諸学校とも第 1学期末の終業式が行われたが、阪神地区からは室井、当津、渋谷、古川、川崎、広瀬、地も
とからは森本氏など、その他多数遠近の会員参列し次のような弔辞を霊前に捧げた。

森博士への感謝と生物研究奨励会
室 井 縛

私はかつて森為三会長県文化賞受領記念号( 第 3巻 5
号) のp.338に次の交を載せたのすなわち
何処へ旅しても、あの膨大な「兵庫生物」が何故続く
か、どこの生物の地方議も、先ず3号雑詮になることに
決ってし、るのに兵庫生物だけが何故、このおきてを破っ
て続々と刊行され、ますます内容が充実するのカ通との疑
問を受けるのである。
私は即座に半永久的に続く、それには続く条件が揃っ
ているか、らだ。先ず少くとも森会長の健康な聞は続く、
何故ならば総べての尻ぬぐし、は会長問身が私費をなげ打
ってみてくれる方、らだ。と答える O

そう思って方々の地方誌を見直してみると、発刊後す
く跡方もなくつぶれてしまう。また本県内の他の学科に
L てもそうで始めのうちは可成り景気よくやってし、るよ
うだが、 L、つとはな uにこ 3号誌で
えて1みよると気の毒なlほまどでで、ある - 。である。
本誌が今日の隆盛を得たのは 1つは先生の経済援助が
あったことであるコ先年、理事会で会長の本会の役員会
への出張旅費ぐらし、は差し上げる・・。と可決してみた
が全然受け付けられなかった。それのみならず時々多額
の←令子を寄付されたことは感謝に耐えなレ。
ところが去る 7月19目、早朝、紅谷先生ヵ、ら電話で森

会長の可卜報を聞かされて、本会のためにも、我々会員の
ためにも思レがけぬ悲報で全く参って L まった。
その後、第 2学期の始った 9 月 1 日午前 9時、暑L、さ
なかに森会長の奥様が学校へ御出下さって、奥様の言わ
れるには先生の街1香料から本会へ100，000円を贈りたレペ
使途につしては本会に一任する。 と言われ全く恐縮し

森会長への感謝の言葉は尽きませんが、会員諸氏とと
もに篤L 、感謝とともに御冥福をお祈りしf.::.¥'、D

森為三博士生物研究奨学会規約

1  この会は、森為三博士生物研究奨学会といし¥ 兵庫
県生物学会が運営する。
2  この会の基金は森博士の寄付金と L 、その利子を奨
励金にるて基金は永久に保存する。

3  奨励金が、1 .000円未満のときは、その端金を翌年
に廻すことがある。
4. この奨励金受賞の資格は次のものに限る。
(1) 兵庫県生物学会会員で生物学、または体物教育の
研究に貢献したもの
(2) 年齢に制限なく、研究心の旺盛なもの
( 的受賞者は毎年 1名を原則とする
5  受賞候補者は会員が会長に推薦 L 、会長が最終決定
をする C

6  会長は受賞者候補選定の委員会を組織し、会員、ま
たは有識者の意見を聞くことができる。
7. 受賞者の発表及び賞金受与式は総会当日行なう。
8  基金は( 電話公債、割引公債、郵便貯金、銀行預
金、株券) とし、会長及び会計で読書及び印鑑を別々
に保管するものとする。

9  この会の会計監査は兵庫県生物学会の臆査委員が行
なうっ

た 。 ! 付則 1  この会の規約の変更は総会で決める。
ニの御寄贈のお金の使途について早速、理事会を開催 2  この会の成立まで基金は室井が保管する。
して、下記の「森為三博士生物研究奨学会規約」を条文 3 この会の趣旨に賛成したものの寄付金は基金
化L 、来春の総会にかけて会員諸氏の承認を得ることに !  に繰り入れることができるの
tt.っt.::.o
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